
箇所 内容 可否 チェック 備考
(介護保険法等の住宅改修とは、介護保険法・障がい
者自立支援法に基づく住宅改修をいう）

基礎・土台
1 基礎・土台の補強・修繕・取替え ○
2 シロアリ駆除のみ ×
3 土台等の補修・取替を含むしろあり駆除 ○
4 その他

屋根
1 屋根材の葺替え ○
2 屋根の塗替え ○
3 屋根の下地材を補修・取替え ○
4 バルコニー床に防水新設・既設取替え ○
5 といの取替え・修繕 ○
6 その他

外壁
1 塗替え・塗装の新設 ○
2 外壁の張替え・塗替え・補修 ○
3 外壁下地補修・取替え ○
4 その他 ○

内装
　床工事

1 床仕上げ材の取替え・補修 ○
2 床の断熱材新設・取替え ○
3 畳の取替え・表替え ○
4 段差の解消工事・改修工事 △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
5 玄関の改修 △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
6 じゅうたん、カーペットの上敷き等 × 製品購入が主であるため対象外
7 その他

　壁工事
1 壁仕上げ材の取替え・補修 ○ 壁クロスの貼替えなど
2 壁の塗替え ○
3 壁の断熱材新設・取替え ○
4 カーテン・ブラインドの購入 × 製品購入が主であるため対象外
5 その他

○リフォーム工事対象一覧 ※可否欄「○」が補助対象となる工事です。



　天井工事
1 天井仕上げ材の取替え・補修 ○ 天井クロスの貼替えなど
2 天井の塗替え ○
3 天井の断熱材新設・取替え ○

　その他工事
1 和室(洋室)を洋室(和室)に模様替え ○
2 間取りの改修 ○
3 室内手すりの取付け △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
4 階段手すりの取付け △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
5 その他のバリアフリー工事 △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)

建具・開口部
1 雨戸の取替え ○
2 サッシの取替え ○
3 強化ガラス・複層ガラスへ入替え ○
4 内窓の設置 ○
5 建具の取替え ○
6 障子・ふすまの貼替え ○
7 網戸の取替え・新設 ○

台所
1 システムキッチンの設置・取替え ○ 工事を伴う場合
2 システムキッチンの部品交換 × 製品購入が主であるため対象外
3 流し台の新設・取替え △ 床・壁などの内装工事が伴う場合は可
4 換気扇の取替え・購入 △ 壁などの内装工事が伴う場合は可
5 ガスレンジのみの購入 × 製品購入が主であるため対象外
6 IHクッキングヒーターのみの購入 × 製品購入が主であるため対象外

浴室
1 浴槽の設置・取替え ○ 工事を伴う場合
2 床・壁・天井の仕上げ材取替え・補修 ○
3 手すりの取付け △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
4 換気扇の取替え・購入 △ 壁・天井などの内装工事が伴う場合は可

洗面室
1 洗面化粧台の設置・取替え ○
2 洗濯パンの設置・取替え △ 床・壁などの内装工事が伴う場合は可



便所
1 和式便所から洋式便所への改修 △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
2 水洗便所への改修・変更 △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)浄化槽は対象外
3 洋式便器の取替え ○ 工事を伴う場合
4 手すりの取付け △ (介護保険法等の住宅改修と重複は不可)
5 暖房等機能便座の購入 △ 簡易に個人で設置できるものは対象外　工事を伴えば可

住宅設備
1 上記、補助対象工事に伴う給排水設備工事 ○
2 給湯器・ヒートポンプ給湯機※の設置・取替え ○ ※エコキュート
3 給湯器・ヒートポンプ給湯機※の部品交換 × 製品購入が主であるため対象外
4 浄化槽の設置・取替え × 住宅リフォーム工事の対象外
5 下水道の屋外つなぎ込みのみの工事 × 住宅リフォーム工事の対象外
6 電話・インターネット・ケーブルテレビの配線工事 × 住宅リフォーム工事の対象外
7 地上デジタル放送アンテナの設置工事 × 住宅リフォーム工事の対象外
8 オール電化工事 × 住宅リフォーム工事の対象外

その他
1 太陽光発電システムの設置 ×
2 床暖房の設置 ○
3 住宅用火災警報器の設置 × 製品購入が主であるため対象外
4 家庭用電化製品の購入(エアコン) × 製品購入が主であるため対象外
5 家庭用電化製品の購入(冷蔵庫) × 製品購入が主であるため対象外
6 家庭用電化製品の購入(テレビ) × 製品購入が主であるため対象外
7 家庭用電化製品の購入(照明器具) × 製品購入が主であるため対象外
8 家具の購入 × 製品購入が主であるため対象外

外構
1 造園・植木 × 住宅リフォーム工事の対象外
2 門扉の設置・取替え × 住宅リフォーム工事の対象外
3 ブロック塀の設置・補修 × 住宅リフォーム工事の対象外

その他
1 住宅の解体(全部又は一部の取壊し) △ 補助対象工事を行うための一部の解体は可
2 サンルームの設置 ○
3 住宅部分の増築 ○
4 車庫(カーポート)・物置の増築 × 住宅リフォーム工事の対象外
5 店舗・事務所などの住宅部分以外のリフォーム × 住宅リフォーム工事の対象外


